
厚木市中小企業退職金等共済掛金補助要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内に事業所を有する中小企業の従業員の福祉の向上及び雇

用の安定を図り、併せて中小企業の振興に資するため、中小企業退職金共済法

（昭和34年法律第160号）に基づいて勤労者退職金共済機構（以下「機構」とい

う。）が実施する一般の中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済団体（以下

「共済団体」という。）が所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第73条の規定に

基づいて厚木商工会議所が実施する特定退職金共済制度に加入した事業主に対し

て、その共済掛金（以下「掛金」という。）の一部を補助することについて、厚木

市補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第5号）に規定するもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（補助対象） 

第２条 補助金の交付対象者は、機構又は共済団体と一般の中小企業退職金共済契

約又は特定退職金共済契約（以下「共済契約」という。）を締結している中小企業

者（以下「共済契約者」という。）のうち、交付を受けようとする年の1月1日（以

下「基準日」という。）において、次の各号のいずれにも該当するものとする。た

だし、確定給付企業年金法（平成13年６月15日法律第50号）に基づく適格退職年

金制度からの移行者及び社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155

号）に基づく退職手当共済制度の加入者を除く。 

（１）市内で１年以上継続して事業を営んでいる者 

（２）従業者数が300人以下の者 

（３）市税を完納している者 

（補助率） 

第３条 補助率は、共済契約者が雇用する従業員（パートタイマーを含む。）１人に

つき、払込掛金の10分の１以内とし、その補助対象となる掛金の限度額は、１箇

月7,000円とする。 

（補助の期間） 

第４条 補助金の交付の期間は、共済契約者が最初にいずれかの共済契約を締結し

た日の属する月から起算して７年間とする。 

（補助の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下｢申請者｣という。）は、前年中の掛

金に係る補助について、毎年１月末日までに、厚木市中小企業退職金等共済掛金

補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、申請者がいずれの共済契約も締結している場合は、いずれ

か一方の契約についてのみ申請できるものとする。 

（１）掛金内訳書 

（２）役員等一覧表（第2号様式） 

２ 前項の場合において、申請者が共済団体との共済契約者であるときは、当該共

済団体を経由して行うものとする。 

 

 



（補助の決定及び交付） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査の上、その

適否を決定し、厚木市中小企業退職金等共済掛金補助金交付決定通知書（第３号

様式）又は厚木市中小企業退職金等共済掛金補助金不交付決定通知書（第４号様

式）により申請者に通知する。 

２ 補助金の交付は、前項による通知をした後、申請者の請求に基づいて交付する。 

（変更届） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚木

市中小企業退職金等共済契約変更届（第５号様式）により遅滞なく市長に届け出

なければならない。 

（１）共済契約者の変更があったとき。 

（２）共済契約者が事業を廃止し、又は休止したとき。 

（補助金の返還） 

第８条 市長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき、活動を

中止したとき又は補助金の交付要件を欠いたときは、既に交付した補助金の全部

又は一部を返還させることができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成６年４月１日（以下「施行日」という）から施行する。 

２ 廃止前の厚木市中小企業退職金等共済掛金補助要綱（昭和48年厚木市告示第

90号）の規定の適用された共済契約については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第５条関係）                    

 

              厚木市中小企業退職金等共済掛金補助金交付申請書 
 

                                                  年   月    日 
 

    厚木市長 
 

申請者  住所又は所在地 

 

 

氏名又は名称及び代表者名 

 

 

電  話 

 
 

  厚木市中小企業退職金等共済掛金補助要綱第５条の規定により、補助金の 

 交付を受けたいので次のとおり申請します。 

  なお、同要綱第２条第３号の規定に基づく交付決定に必要な市税の納付状 

 況について、調査を受けることに同意します。 

 

１ 共済契約者番号            

２ 被 共 済 者 数                                           人 

３ 補助金交付申請額                        円 

４ 補助金交付決定額 

（市記入欄） 
                           円 

※記載内容を訂正する場合は、訂正を要する部分に二線を朱書きし、その二線の側に

申請者本人の署名をし、正書することにより対応することとします。（修正液不可） 

※申請書に申請等を行う本人の押印（法人の場合にあっては、代表者印による。以下

同じ。）がされている場合については、署名に代えて同一の印鑑による押印をするこ

とによっても対応可能とします。 



第２号様式（第５条関係） 

役員等一覧表 

   年  月  日現在 

Ｎｏ 役職名 氏 名
ふりがな

 生年月日 性別 住所 

 代表者  大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

   大正 

昭和   .   . 

平成 

男・女 

 

 

 

記載された全ての者は、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、

本様式に記載された情報を神奈川県警察本部に照会することについて、同意してお

ります。 

 

事業所名 

 

代表者氏名 

 

 



第３号様式（第６条関係） 
 

 

 

厚木市中小企業退職金等共済掛金補助金交付決定通知書 

 

 

    氏名又は名称及び代表者名 
 

 

                                                  

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった中小企業退職金等共済掛金に対する

市補助金については、次の補助条件を付し金      円を補助することと

決定したので通知します。 

 

 

 

         年  月  日 

 

 

                                   厚木市長               印 

 

 

 

     補助条件 

     １  市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。 

     ２  不正な方法等により交付金の交付を受け又は暴力団等に該当すると判明 

した場合には、交付の決定を取り消し、交付金の全部又は一部の返還を 

命ずることがある。 



第４号様式（第６条関係） 
 

 

厚木市中小企業退職金等共済掛金補助金不交付決定通知書 

 

 

    氏名又は名称及び代表者名 
 

 

                                                  

 

 

 年  月  日付けで申請のあった中小企業退職金等共済掛金に対す

る市補助金については、次の理由により交付しないことと決定したので通知し

ます。 

 

 

 

         年  月  日 

 

 

                                   厚木市長   小 林  常 良 

 

 

  不交付の理由 

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

                                  

                                     



第５号様式（第７条関係） 
 
 

厚木市中小企業退職金等共済契約変更届 
 

年  月  日 
 

厚木市長 
 

届出者  所在及び住所 
 
 

                 氏名又は名称及び代表者名 

 
 
                                   
 
次のとおり届け出ます。 
 

 
 

変更前 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

変更後 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


